
平均賃金の計算の方法①（すでに賃金締切日を迎えている場合）

直前の賃金締切日が

きている

直近の賃金締日以前から計算

期間が3か月以上

あった なかった

直近の3か月の総日数で計算（原則どおり） 今ある期間だけで計算

日給・時間給・出来高払い・その他請負 日給・時間給・出来高払い・その他請負

該当する 該当しない 該当する 該当しない

最低保証で計算 最低保証で計算

総支給額 総支給額

労働した日 労働した日

原則と最低保証を比べて 原則と最低保証を比べて

原則が高い 最低保証が高い 原則のほうが高い 最低保証が高い

原則の平均賃金 最低保証が平均賃金 原則の平均賃金 原則の平均賃金 最低保証が平均賃金 原則の平均賃金
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平均賃金の計算の方法②（まだ賃金締切日を迎えていない場合）

直前の賃金締切日が

まだきていない

休業開始日の前日から計算

1日でも勤務が

あった なかった

今あるの期間だけで計算 雇用契約書の条件で計算 ※3か月あったと仮定して原則どおり計算

日給・時間給・出来高払い・その他請負 日給・時間給・出来高払い・その他請負

該当する 該当しない 該当する 該当しない

最低保証で計算 最低保証で計算

総支給額 総支給額

労働した日 労働する予定の日

原則と最低保証を比べて 原則と最低保証を比べて

原則のほうが高い 最低保証が高い 原則のほうが高い 最低保証が高い

原則の平均賃金 最低保証が平均賃金 原則の平均賃金 原則の平均賃金 最低保証が平均賃金 原則の平均賃金
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